
 
「スーパーシティ型国家戦略特別区域の区域指定に 

関する専⾨調査会」の設置等について 
 

令和２年 12 ⽉ 21 ⽇ 
国家戦略特別区域諮問会議 

 
１ 国家戦略特別区域諮問会議令（以下、「諮問会議令」

という。）第２条第１項に基づき、国家戦略特別区域諮
問会議に、スーパーシティ型国家戦略特別区域の区域指
定に関する専⾨調査会（以下、「専⾨調査会」という。) 
を設置する。 

 
２ 専⾨調査会は、スーパーシティ型国家戦略特別区域の

区域指定に関する調査・検討を⾏い、国家戦略特別区域
諮問会議に報告する。 

（主な調査・検討事項） 
・地⽅公共団体からの区域指定に係る提案に関する調査 
・国家戦略特別区域基本⽅針（平成 26 年２⽉ 25 ⽇閣議

決定）第三１．③「国家戦略特区の指定基準」に従っ
た「区域指定の原案」の検討 

 
３ 諮問会議令第１条第１項に基づき、国家戦略特別区域

諮問会議に、上記に関する調査・検討を⾏う専⾨委員を
置くことにつき、内閣総理⼤⾂に意⾒具申する。 

  



 
（ 参 考 １ ）  

〇 国 家 戦 略 特 別 区 域 諮 問 会 議 令 （ 平 成 25 年 政 令 第 342 号 ）（ 抄 ）  
 

内 閣 は 、国 家 戦 略 特 別 区 域 法（ 平 成 ⼆ ⼗ 五 年 法 律 第 百 七 号 ）第 三 ⼗ 六 条 の 規 定 に 基
づ き 、 こ の 政 令 を 制 定 す る 。  
（ 専 ⾨ 委 員 ）  
第 ⼀ 条  内 閣 総 理 ⼤ ⾂ は 、 専 ⾨ の 事 項 を 調 査 さ せ る た め 必 要 が あ る と き は 、 国 家 戦

略 特 別 区 域 諮 問 会 議（ 以 下「 会 議 」と い う 。）の 意 ⾒ を 聴 い て 、会 議 に 専 ⾨ 委 員 を
置 く こ と が で き る 。  

２  専 ⾨ 委 員 は 、 当 該 専 ⾨ の 事 項 に 関 し 学 識 経 験 を 有 す る 者 の う ち か ら 、 内 閣 総 理
⼤ ⾂ が 任 命 す る 。  

３  専 ⾨ 委 員 は 、 そ の 者 の 任 命 に 係 る 当 該 専 ⾨ の 事 項 に 関 す る 調 査 が 終 了 し た と き
は 、 解 任 さ れ る も の と す る 。  

４  専 ⾨ 委 員 は 、 ⾮ 常 勤 と す る 。  
 
（ 専 ⾨ 調 査 会 ）  
第 ⼆ 条  会 議 は 、 そ の 議 決 に よ り 、 専 ⾨ 調 査 会 を 置 く こ と が で き る 。  
２  専 ⾨ 調 査 会 に 属 す べ き 者 は 、専 ⾨ 委 員 の う ち か ら 、議 ⻑ が 指 名 す る 。た だ し 、議     

⻑ は 、 必 要 が あ る と 認 め る 場 合 は 、 専 ⾨ 調 査 会 に 属 す べ き 者 と し て 議 員 を 指 名 す
る こ と が で き る 。  

３  専 ⾨ 調 査 会 は 、そ の 設 置 に 係 る 調 査 が 終 了 し た と き は 、廃 ⽌ さ れ る も の と す る 。  
 
 

（ 参 考 ２ ）  
〇 国 家 戦 略 特 別 区 域 基 本 ⽅ 針 （ 平 成 26 年 ２ ⽉ 25 ⽇ 閣 議 決 定 ）（ 抄 ）  
 
第 三  国 家 戦 略 特 別 区 域 を 指 定 す る 政 令 の ⽴ 案 に 関 す る 基 準 そ の 他 基 本 的 な 事 項  
１ ． 国 家 戦 略 特 別 区 域 の 指 定 基 準  
③ 国 家 戦 略 特 区 の 指 定 の 基 準  

国 家 戦 略 特 区 の 指 定 に 当 た っ て は 、 恣 意 的 な 指 定 と な ら な い よ う 、 そ の 検 討 過 程
の 透 明 性 を 確 保 す る と と と も に 、 可 能 な 限 り 定 量 的 な 指 標 も 活 ⽤ し つ つ 、 客 観 的 な
評 価 に 基 づ い て 検 討 を ⾏ う こ と と す る 。 そ の 際 、 国 家 戦 略 特 区 を 指 定 す る 政 令 の ⽴
案 に 当 た っ て は 、 以 下 の 事 項 を 基 準 と す る も の と す る 。  

 
【 指 定 基 準 】  
ア ） 区 域 内 に お け る 経 済 的 社 会 的 効 果  

当 該 区 域 に お い て 実 施 さ れ る プ ロ ジ ェ ク ト に よ り 当 該 区 域 内 に お い て ⼤ き な 経 済
的 社 会 的 効 果 が ⽣ じ る こ と 。  
イ ） 国 家 戦 略 特 区 を 超 え た 波 及 効 果  

当 該 区 域 に お い て プ ロ ジ ェ ク ト を 実 施 す る こ と に よ り 、 産 業 の 国 際 競 争 ⼒ の 強 化
⼜ は 国 際 的 な 経 済 活 動 の 拠 点 の 形 成 を 通 じ て 、 全 国 的 な 社 会 的 経 済 的 効 果 も 含 め 、
広 く 波 及 効 果 を 及 ぼ す も の で あ る こ と 。  
ウ ） プ ロ ジ ェ ク ト の 先 進 性 ・ ⾰ 新 性 等  

当 該 区 域 に お い て 実 施 さ れ る プ ロ ジ ェ ク ト が 、先 進 性・⾰ 新 性 を 有 す る も の（ 従 来
な か っ た 取 組 を 新 し く ⾏ う 場 合 を 含 む 。）で あ り 、⽇ 本 の 経 済 社 会 の ⾵ 景 を 変 え る よ
う な 取 組 と 認 め ら れ る こ と （ 国 内 外 に 発 信 す る 価 値 の あ る ⽇ 本 の 魅 ⼒ や ⽇ 本 で 培 わ



 
れ た 制 度 等 を 活 か し た 取 組 を 含 む 。）。  
エ ） 地 ⽅ 公 共 団 体 の 意 欲 ・ 実 ⾏ ⼒  

区 域 内 の 地 ⽅ 公 共 団 体 が 、 産 業 の 国 際 競 争 ⼒ の 強 化 ⼜ は 国 際 的 な 経 済 活 動 の 拠 点
の 形 成 の た め に 、 地 域 独 ⾃ の 取 組 を 進 め 、 ⼜ は 進 め よ う と し て い る な ど 課 題 に 取 り
組 む 意 欲 が ⾼ く 、規 制・制 度 改 ⾰ を ス ピ ー ド 感 を も っ て 、継 続 的 に 遂 ⾏ す る 実 ⾏ ⼒ が
あ る と 認 め ら れ る こ と 。  
オ ） プ ロ ジ ェ ク ト の 実 現 可 能 性  

区 域 内 の 地 ⽅ 公 共 団 体 並 び に 特 定 事 業 等 を 実 施 す る と ⾒ 込 ま れ る 者 に お い て 、 プ
ロ ジ ェ ク ト を 推 進 す る 体 制 が 構 築 さ れ て お り 、 関 係 者 間 の 必 要 な 合 意 形 成 が 進 ん で
い る な ど 国 家 戦 略 特 区 に お け る プ ロ ジ ェ ク ト の 実 現 可 能 性 が ⾼ い こ と 。  
カ ） イ ン フ ラ や 環 境 の 整 備 状 況  

産 業 の 国 際 競 争 ⼒ の 強 化 ⼜ は 国 際 的 な 経 済 活 動 の 拠 点 の 形 成 を 図 る 上 で 、 そ れ に
必 要 な 産 業 、 都 市 機 能 等 の 相 当 程 度 の 集 積 が あ る な ど 、 ⽬ 的 の 実 現 に 必 要 な イ ン フ
ラ や 環 境 が 整 っ て い る 、 ⼜ は 整 う こ と が ⾒ 込 ま れ る こ と 。  
キ ） １ ． ② の 区 域 指 定 の 分 類 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 以 下 の 事 項  
ｃ ）「 ス ー パ ー シ テ ィ 型 指 定 」 の 場 合 に は 、 以 下 の 事 項 。  
（ ⅰ ）当 該 区 域 に お い て 整 備 さ れ る デ ー タ 連 携 基 盤 に 基 づ き 、「 住 ⺠ ⽬ 線 」で の 課 題

解 決 に 向 け た 区 域 住 ⺠ 等 に 対 し て 複 数 分 野 の 先 端 的 サ ー ビ ス が 提 供 さ れ る こ と
（ 例 え ば 、移 動・物 流・⽀ 払 い・⾏ 政・医 療・介 護・服 薬・教 育・エ ネ ル ギ ー・ 環
境・防 犯・防 災 な ど の 分 野 か ら 、概 ね ５ 分 野 以 上 の 先 端 的 サ ー ビ ス が 提 供 さ れ る こ
と を ⼀ つ の ⽬ 安 と す る 。た だ し 、規 制・制 度 改 ⾰ の 内 容 、複 数 の 先 端 的 サ ー ビ ス 間
の デ ー タ 連 携 の 内 容 等 に よ っ て は 、 ５ 分 野 に こ だ わ る も の で は な い 。）。  

（ ⅱ ）広 範 か つ ⼤ 胆 な 規 制・制 度 改 ⾰ の 提 案 と 、当 該 規 制・制 度 改 ⾰ に よ り 可 能 と な
る 先 端 的 サ ー ビ ス 等 の 事 業 の 実 現 に 向 け た 地 ⽅ 公 共 団 体 、 ⺠ 間 事 業 者 等 の 関 係 者
の 強 い コ ミ ッ ト メ ン ト が あ る こ と 。  

（ ⅲ ）地 域 課 題 の 設 定 、事 業 計 画 の 作 成 、先 端 的 技 術 の 活 ⽤ な ど 、ス ー パ ー シ テ ィ 構
想 全 体 を 企 画 す る「 ア ー キ テ ク ト 」が 存 在 し て い る こ と（ た だ し 、構 想 の 企 画 段 階
か ら 実 現 段 階 へ と 取 組 ス テ ー ジ が 変 わ る に 当 た り 、「 ア ー キ テ ク ト 」の 交 替 も あ り
得 る 。）。  

（ ⅳ ） デ ー タ 連 携 基 盤 整 備 事 業 及 び 先 端 的 サ ー ビ ス を 実 施 す る 主 要 な 事 業 者 の 候 補
が 、地 ⽅ 公 共 団 体 の 公 募 に よ り 選 定 さ れ て い る こ と 。ま た 、こ れ ら の 事 業 者 の 候 補
が 、そ の 構 想 を 実 現 す る た め に 必 要 な 能 ⼒ が あ る こ と（ な お 、法 第 ７ 条 第 ２ 項 の 規
定 に 基 づ き 、区 域 指 定 後 に 、内 閣 府 は 、諮 問 会 議 及 び 関 係 地 ⽅ 公 共 団 体 の 意 ⾒ を 聴
い た 上 で 決 定 す る 区 域 ⽅ 針 に 即 し て 、 デ ー タ 連 携 基 盤 整 備 事 業 及 び 先 端 的 サ ー ビ
ス を 実 施 す る と ⾒ 込 ま れ る 事 業 者 を 、 公 募 そ の 他 の 政 令 で 定 め る ⽅ 法 に よ り 選 定
し 、 区 域 会 議 の 構 成 員 に 加 え る も の と す る 。）。  

（ ⅴ ） 地 ⽅ 公 共 団 体 が 、 区 域 指 定 の 応 募 に 当 た り 、 事 業 計 画 の 内 容 、 期 待 さ れ る 効
果 ・ 影 響 及 び そ れ へ の 対 応 策 等 に 関 す る 住 ⺠ 説 明 会 の 開 催 、 パ ブ リ ッ ク コ メ ン ト
の 実 施 等 、 事 前 に 住 ⺠ 等 の 意 向 把 握 の た め 必 要 な 措 置 を 講 じ て い る こ と 。  

（ ⅵ ）整 備 し よ う と す る デ ー タ 連 携 基 盤 に つ い て 、Ａ Ｐ Ｉ の 公 開 な ど に よ り 、シ ス テ
ム 間 の 相 互 の 連 携 及 び 互 換 性 が 確 保 さ れ る と と も に 、 法 第 28 条 の ２ 第 １ 項 に 規
定 す る デ ー タ の 安 全 管 理 に 係 る 基 準 に 適 合 す る こ と が ⾒ 込 ま れ る こ と 。  

（ ⅶ ） デ ー タ 連 携 基 盤 整 備 事 業 及 び 先 端 的 サ ー ビ ス の 実 施 に 当 た り 、 地 ⽅ 公 共 団 体
及 び 関 係 事 業 者 等 に お い て 、 個 ⼈ 情 報 保 護 法 令 等 の 遵 守 を 含 め 、 住 ⺠ 等 の 個 ⼈ 情
報 の 適 切 な 取 扱 い が 図 ら れ る こ と が ⾒ 込 ま れ る こ と 。  


